
QC活動も「勤務時間内」「超勤」扱いにするべきです！
大台両他労組の組合員の皆さん！

いま、職場では業務研究会が一部の社員の手によって連日のように、

勤務時間内や残業でやられています。またその一方では QC 活動もまた活
発に行われています。

ところで皆さん！なぜ会社の業務のためにがんばっている二つの活動

に差が生じてくるのでしょうか？大台両の若い人たちの中では QC も勤務
時間内か超勤扱いでやってほしい！との声があります。会社は「努力し

たものが報われるように」と、ことあるごとに社員に言ってきました。
本当に会社のためにやっているのだから、業務研究会と QC 活動は同じ

扱いにされて当然だと思います。やはり会社のいう「努力」とは差別と
選別をはっきりさせるものでしかありません。皆さんどう思いますか？

私たちは職場の声を訴えていきます！
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なぜ？業研は
時間内・超勤扱いなの！

なぜ？QCは
時間内・超勤にならないの！


